
資料番号１２ 

学校の統合及び廃止並びに校区変更等について 

 

第１条 吹田市立北千里小学校を吹田市立古江台小学校に統合し、 

吹田市立北千里小学校を廃止する。 

第２条 校区を次のとおりとする。 

⑴ 吹田市立北千里小学校区に指定している吹田市古江台３丁目 

を吹田市立古江台小学校区に変更する。 

⑵ 吹田市立青山台中学校区に指定している吹田市古江台３丁目 

を吹田市立古江台中学校区に変更する。ただし、平成２１年３ 

月３１日に吹田市立青山台中学校に在籍する生徒は、引き続き 

吹田市立青山台中学校に通学することとする。 

第３条 平成２１年３月３１日に吹田市立北千里小学校に在籍する 

吹田市青山台１丁目の児童は、吹田市立青山台小学校に通学する 

こととする。 

 

附 則 

第１条から第３条までの規定は、平成２１年４月１日から施行する。 

 


